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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】意識の状態を含む患者の状態を遠隔で評価する
こと、ならびに治療を遠隔で開始することの両方のため
の装置を提供する。
【解決手段】患者の状態を監視し、治療の施与を制御す
るための装置であって、（ａ）（ｉ）分析のために患者
から所定のパラメータを取得し、（ｉｉ）通信可能なデ
ータベースにデータを記憶するようになされた携帯型監
視手段、（ｂ）医学的治療の施与のための携帯型治療施
与手段、（ｃ）携帯型監視手段と携帯型治療施与手段の
両方と有線通信または無線通信するソフトウェアプログ
ラムを実行する。（ｉ）監視手段によって取得された所
定のパラメータの分析、（ｉｉ）分析されたパラメータ
に基づいた患者の状態の診断、（ｉｉｉ）患者の状態か
らの医学的治療の決定、および（ｉｖ）治療施与手段に
よる治療の施与の制御を行い、診断、決定、および制御
は、患者から遠隔の位置で行われる。
【選択図】図１
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【実用新案登録請求の範囲】
【請求項１】
　患者の状態を監視し、治療の施与を制御するのに役立つ装置であって、
　ａ．少なくとも１つの携帯型監視手段であって、（ｉ）分析のために患者から所定のパ
ラメータを取得し、（ｉｉ）通信可能なデータベースに前記データを記憶するようになさ
れた、少なくとも１つの携帯型監視手段と、
　ｂ．医学的治療の施与のための、少なくとも１つの携帯型治療施与手段と、
　ｃ．前記携帯型監視手段及び前記携帯型治療施与手段の両方と0有線通信または無線通
信する少なくとも１つのソフトウェアプログラムを実行するデータ処理装置であって、該
データ処理装置によって上記少なくとも１つのソフトウェアプログラムが実行されたとき
に、（ｉ）前記監視手段によって取得された前記所定のパラメータの分析、（ｉｉ）前記
分析されたパラメータに基づいた前記患者の状態の診断、（ｉｉｉ）前記患者の状態から
の前記医学的治療の決定、および（ｉｖ）前記治療施与手段による前記治療の施与の制御
が行われる、少なくとも１つのソフトウェアプログラムを実行するデータ処理装置と
を備え、
　前記診断、前記決定、および前記制御は、前記患者から遠隔の位置にある前記データ処
理装置によって実行される前記少なくとも１つの前記ソフトウェアプログラムによって行
われる、装置。
【請求項２】
　前記ソフトウェアプログラムがエキスパートシステムを含み、前記エキスパートシステ
ムが、データ処理システムによって実行されると前記所定のパラメータの個別の分析を行
う、請求項１に記載の装置。
【請求項３】
　（ｉ）前記分析された所定のパラメータ、（ｉｉ）前記所定のパラメータ、およびそれ
らの任意の組み合わせからなる群から選択された少なくとも１つが、前記少なくとも１つ
の携帯型監視手段から前記遠隔の位置にある前記ソフトウェアプログラムを実行する前記
データ処理装置に通信される、請求項１に記載の装置。
【請求項４】
　少なくとも１つの携帯型の双方向データ通信装置をさらに備える、請求項１に記載の装
置。
【請求項５】
　前記携帯型のコンピュータ化されたシステムの遠隔操作を可能にする少なくとも１つの
遠隔インターフェースをさらに備え、前記インターフェースが前記データ通信装置を組み
込む、請求項４に記載の装置。
【請求項６】
　所定の医学的な要求にしたがって前記治療を変更するようになされたフィードバック機
構をさらに備え、前記フィードバック機構が、
　ａ．血圧、心拍数、脈拍、心停止、心室性頻拍（Ｖ－ｔａｃｈまたはＶＴ）、心房性細
動（ＡＦまたはＡ－ｆｉｂ）およびそれらの任意の組み合わせからなる群から選択される
所定のパラメータを感知するようになされた感知手段と、
　ｂ．治療成功の所定の基準にしたがって前記所定のパラメータを採点するようになされ
た処理手段と、
　ｃ．前記採点が所定の値よりも高い場合に前記治療を可能にし、前記採点が所定の値よ
りも低い場合に前記治療を停止するようになされた調整手段とを備える、請求項１に記載
の装置。
【請求項７】
　前記装置が着用可能である、請求項１に記載の装置。
【請求項８】
　前記装置が、前記患者から取り付け可能および取り外し可能である、請求項１に記載の
装置。
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【請求項９】
　前記装置が前記患者の皮膚の下に移植可能である、請求項１に記載の装置。
【請求項１０】
　前記装置がナノテクノロジーにしたがって構成され、カプセル内に収容され前記患者に
よって飲み込まれる、請求項１に記載の装置。
【請求項１１】
　前記装置がナノテクノロジーにしたがって構成され、前記患者の血流に注入される、請
求項１に記載の装置。
【請求項１２】
　前記監視手段が少なくとも１つの電極を備える、請求項１に記載の装置。
【請求項１３】
　前記監視手段が少なくとも１つの電気化学プローブを備える、請求項１に記載の装置。
【請求項１４】
　前記監視手段が従来の電気化学血糖監視装置を備える、請求項１に記載の装置。
【請求項１５】
　前記監視手段がＥＣＧを備える、請求項１に記載の装置。
【請求項１６】
　前記双方向通信が地上通信線を備える、請求項４に記載の装置。
【請求項１７】
　前記双方向通信が無線周波数通信手段を備える、請求項４に記載の装置。
【請求項１８】
　前記双方向通信が衛星通信を備える、請求項４に記載の装置。
【請求項１９】
　前記双方向通信がウェブサーバを備える、請求項４に記載の装置。
【請求項２０】
　医学的治療の施与のための前記装置が除細動器を備える、請求項１に記載の装置。
【請求項２１】
　警告が前記除細動器の遠隔作動の前に鳴らされる、請求項２０に記載の装置。
【請求項２２】
　前記警告が可聴である、請求項２１に記載の装置。
【請求項２３】
　前記警告が可視である、請求項２１に記載の装置。
【請求項２４】
　前記携帯型治療施与手段が静脈内薬剤ディスペンサを備える装置を備える、請求項１に
記載の装置。
【請求項２５】
　前記携帯型監視手段が前記患者の意識を確かめるための手段を備える、請求項１に記載
の装置。
【請求項２６】
　前記双方向通信手段が双方向音声通信機能を備える、請求項４に記載の装置。
【請求項２７】
　前記ソフトウェアプログラムが人工知能ベースのエキスパートシステムを含む、請求項
１に記載の装置。
【請求項２８】
　前記双方向データ通信手段が遠隔の人工知能ベースのエキスパートシステムへのアクセ
スを提供する、請求項４に記載の装置。
【請求項２９】
　前記ソフトウェアプログラムの少なくとも一部分が携帯電話内に統合される、請求項１
に記載の装置。
【請求項３０】
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　前記携帯電話内の前記ソフトウェアプログラムが前記監視されたデータを記録するデー
タベースを含む、請求項２９に記載の装置。
【請求項３１】
　ＧＰＳ装置をさらに備える、請求項１に記載の装置。
【考案の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本考案は、一般に、それを必要としている、またはリスクの高いどの患者にも遠隔の医
療的な監視および処置を適用するための改善された装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来からの病院での医療処置の提供は、診療所、自宅、および外出先での外来患者サー
ビスに取って代わられようとしている。携帯型装置は、快適に携行することができ、糖尿
病から心臓疾患に至る広範囲の病気で苦しむ患者が自身の状態を監視し、自身の臓器の検
出された機能の異常に対処する措置を加えることができるようにする。
【０００３】
　米国特許第４，９２８，６９０号は心臓機能を監視し記録する一体化センサを備えた患
者着用型ベストを開示している。オンボードコンピュータが記憶されたデータと入ってく
るデータを比較して、一体化された電極を介して加えられる除細動を発動する必要を評価
する。さらに、電話リンクが設けられて遠隔地にいる医療関係者が記録されたログを時お
り精査し、患者と会話して通信することができるようにする。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】米国特許第４，９２８，６９０号
【考案の概要】
【考案が解決しようとする課題】
【０００５】
　現在の技術は、記録されたデータの遠隔で精査し、患者とオンラインでの通信すること
が可能にするが、それはオンボードコンピュータまたは患者が治療の施与を開始すること
に依存している。患者が言葉に障害を持ち（ｖｅｒｂａｌｌｙ　ｄｅｂｉｌｉｔａｔｅｄ
）、または何らかの理由で自身に治療を行うことが不可能な場合、患者は治療がされない
ままになる可能性が高い。
【０００６】
　あるいは、オンボードソフトウェアが結論を出せなかった場合、患者は治療がされない
ままになる。
【０００７】
　したがって、意識の状態を含む患者の状態を遠隔で評価すること、ならびに治療を遠隔
で開始することの両方のための装置が有益である。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本考案の目的は、医学的状態を監視し、遠隔で治療を施与するのに役立つ装置を提供す
ることであり、装置は、好ましくは治療の施与を局所制御すること、および治療の施与を
遠隔操作することの両方を含む。
【０００９】
　本考案の別の目的は、患者の状態を監視し、治療の施与を制御するのに役立つ装置を提
供することであり、
　ａ．（ｉ）分析のために患者から所定のパラメータを取得し、（ｉｉ）通信可能なデー
タベースに前記データを記憶するようになされた少なくとも１つの携帯型監視手段と、
　ｂ．医学的治療の施与のための少なくとも１つの携帯型治療施与手段と、
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　ｃ．前記携帯型監視手段及び前記携帯型治療施与手段の両方と有線通信または無線通信
する少なくとも１つのソフトウェアプログラムを実行するデータ処理装置であって、該デ
ータ処理装置によって上記少なくとも１つのソフトウェアプログラムが実行されたときに
、（ｉ）前記監視手段によって取得された前記所定のパラメータの分析、（ｉｉ）前記分
析されたパラメータに基づいた前記患者の状態の診断、（ｉｉｉ）前記患者の状態からの
前記医学的治療の決定、および（ｉｖ）前記治療施与手段による前記治療の施与の制御が
行われる、少なくとも１つのソフトウェアプログラムを実行するデータ処理装置と
を備え、
　前記診断、前記決定、および前記制御は、前記患者から遠隔の位置で前記データ処理装
置によって実行される前記少なくとも１つの前記ソフトウェアプログラムによって行われ
る、装置を提供することである。
【００１０】
　本考案の別の目的は、前記ソフトウェアプログラムがエキスパートシステム（ｅｘｐｅ
ｒｔ　ｓｙｓｔｅｍ）を備え、前記エキスパートシステムが、データ処理システムによっ
て実行されると前記所定のパラメータの個別の分析を行う装置を提供することである。
【００１１】
　本考案の別の目的は、（ｉ）前記分析された所定のパラメータ、（ｉｉ）前記所定のパ
ラメータ、およびそれらの任意の組み合わせからなる群から選択された少なくとも１つが
、前記少なくとも１つの携帯型監視手段から前記遠隔の位置にある前記ソフトウェアプロ
グラムを実行する前記データ処理装置に通信される、装置を提供することである。
【００１２】
　本考案の別の目的は、少なくとも１つの携帯型の双方向データ通信装置をさらに備える
装置を提供することである。
【００１３】
　本考案の別の目的は、前記携帯型のコンピュータ化されたシステムの遠隔操作を可能に
する少なくとも１つの遠隔インターフェースをさらに備え、前記インターフェースが前記
データ通信装置を組み込む装置を提供することである。
【００１４】
　本考案の別の目的は、所定の医学的な要求にしたがって前記治療を変更するようになさ
れたフィードバック機構をさらに備え、前記フィードバック機構が、
　ａ．血圧、心拍数、脈拍、心停止、心室性頻拍（Ｖ－ｔａｃｈまたはＶＴ）、心房性細
動（ＡＦまたはＡ－ｆｉｂ）およびそれらの任意の組み合わせからなる群から選択される
所定のパラメータを感知するようになされた感知手段と、
　ｂ．治療成功の所定の基準にしたがって前記所定のパラメータを採点するようになされ
た処理手段と、
　ｃ．前記採点が所定の値よりも高い場合に前記治療を可能にし、前記採点が所定の値よ
りも低い場合に前記治療を停止するようになされた調整手段とを備える装置を提供するこ
とである。
【００１５】
　本考案の別の目的は、着用可能な装置を提供することである。
【００１６】
　本考案の別の目的は、前記患者から取り付け可能および取り外し可能な装置を提供する
ことである。
【００１７】
　本考案の別の目的は、前記患者の皮膚の下に移植可能である装置を提供することである
。
【００１８】
　本考案の別の目的は、ナノテクノロジーにしたがって構成され、カプセル内に収容され
前記患者によって飲み込まれる装置を提供することである。
【００１９】
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　本考案の別の目的は、ナノテクノロジーにしたがって構成され、患者の血流に注入され
る装置を提供することである。
【００２０】
　本考案の別の目的は、前記監視手段が少なくとも１つの電極を備える装置を提供するこ
とである。
【００２１】
　本考案の別の目的は、前記監視手段が少なくとも１つの電気化学プローブ（ｅｌｅｃｔ
ｒｏｃｈｅｍｉｃａｌ　ｐｒｏｂｅ）を備える装置を提供することである。
【００２２】
　本考案の別の目的は、前記監視手段が従来の電気化学血糖監視装置を備える装置を提供
することである。
【００２３】
　本考案の別の目的は、前記監視手段がＥＣＧを備える装置を提供することである。
【００２４】
　本考案の別の目的は、前記双方向通信が地上通信線を備える装置を提供することである
。
【００２５】
　本考案の別の目的は、前記双方向通信が無線周波数通信手段を備える装置を提供するこ
とである。
【００２６】
　本考案の別の目的は、前記双方向通信が衛星通信を備える装置を提供することである。
【００２７】
　本考案の別の目的は、前記双方向通信がウェブを備える装置を提供することである。
【００２８】
　本考案の別の目的は、医学的治療の施与の前記装置が除細動器を備える装置を提供する
ことである。
【００２９】
　本考案の別の目的は、警告が前記除細動器の遠隔作動の前に鳴らされる装置を提供する
ことである。
【００３０】
　本考案の別の目的は、前記警告が可聴である装置を提供することである。
【００３１】
　本考案の別の目的は、前記警告が可視である装置を提供することである。
【００３２】
　本考案の別の目的は、前記携帯型治療施与手段が静脈内薬剤ディスペンサを備える装置
を提供することである。
【００３３】
　本考案の別の目的は、前記携帯型監視手段が前記患者の意識を確かめるための手段を備
える装置を提供することである。
【００３４】
　本考案の別の目的は、前記双方向通信手段が双方向音声通信機能を備える装置を提供す
ることである。
【００３５】
　本考案の別の目的は、前記ソフトウェアプログラムが人工知能ベースのエキスパートシ
ステムを備える装置を提供することである。
【００３６】
　本考案の別の目的は、前記双方向データ通信手段が遠隔の人工知能ベースのエキスパー
トシステムへのアクセスを提供する装置を提供することである。
【００３７】
　本考案の別の目的は、前記ソフトウェアプログラムの少なくとも一部分が携帯電話内に
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統合される装置を提供することである。
【００３８】
　本考案の別の目的は、前記携帯電話内の前記ソフトウェアプログラムが前記監視された
データを記録するデータベースを備える装置を提供することである。
【００３９】
　本考案の別の目的は、ＧＰＳ装置をさらに備える装置を提供することである。
【００４０】
　本考案を理解するため、および本考案が実際に実装され得るかを確認するために、次に
添付の図面を参照して非限定的な例示のみによって複数の実施形態が説明される。
【図面の簡単な説明】
【００４１】
【図１】監視要素、通信要素、および治療ディスペンサ要素と相互接続されたコンピュー
タ化された処理ユニットを組み込む、遠隔監視および治療施与システムの携帯型実施形態
の要素の縮尺に従わない描写である。
【図２】患者に取り付けられた携帯型ユニットからデータを受け、適切な治療の進行を確
かめ、携帯型ユニットに状況に応じて指令する距離を隔てたエキスパートシステムを組み
込む、遠隔監視および治療システムの動作の方法概略図である。
【考案を実施するための形態】
【００４２】
　以下の説明は、本考案のすべての章と平行してなされ、それによって当業者なら誰でも
前記考案を利用することができるようにし、考案者によって企図された本考案を実施する
ための最良の実施形態を明記する。しかし、本考案の一般的な原理は、特に医療処置の遠
隔的な監視および施与のための改善された装置および方法を提供するように定義されてい
るため、様々な変更形態が依然として当業者には明らかである。
【００４３】
　「ウェブサーバ」という用語は、以下にインターネットデータ転送によって中継される
任意の通信を指す。
【００４４】
　「除細動」という用語は、以下に患者の心臓血管系を再活性化させるために患者に電気
ショックを発動する任意の手段を指す。
【００４５】
　「電気化学プローブ」という用語は、以下に患者の血流に関する化学的なレベルを試験
する任意の手段を指す。
【００４６】
　「ナノテクノロジー」という用語は、以下に機械的およびその他の技術的な要素をそれ
らが人間の血流内で移動し、その中で修復作業を行うように指令され得る程度に小型化す
る知識体系を指す。
【００４７】
　「エキスパートシステム」という用語は、人間、またはコンピュータ化された人工知能
によって補助されたデータベースに基づいた任意の知識または専門技能の任意の手段を指
す。
【００４８】
　「ＧＰＳ」という用語は、以下に地球上のどこでも物理的な場所を示すことが可能な全
地球的測位システムを指す。
【００４９】
　本考案の装置は、患者の状態を監視し、治療を遠隔で施与するために有用である。それ
は、心臓病から糖尿病までの範囲の複数の病気に使用され得る。携帯型装置は、
　（ａ）問題となる病気に関して監視する手段と、
　（ｂ）治療施与手段と、
　（ｃ）局所データ処理および記憶手段と、
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　（ｄ）通信要素と
を組み込む。
【００５０】
　好ましくは、監視手段は、好ましくはソフトウェアエキスパートシステム、またはより
好ましくない実施形態では医療関係者が、患者から距離を置いて患者の経過を記録し、な
らびに患者の意識の状態を確かめることを可能にする。
【００５１】
　通信要素は、システムが有線接続または無線接続を介して、好ましくはエキスパートシ
ステムを含む患者から遠隔のソフトウェアに接触することを可能にする。遠隔のエキスパ
ートシステムは、人間、または好ましくはソフトウェアエキスパートシステムであること
ができる。監視システムによって測定されたデータ、または監視システムからの分析され
たデータは、好ましくはエキスパートシステムを使用して受け取られたデータを分析する
遠隔のエキスパートシステムに通信される。分析に基づいて、遠隔システムは、患者の状
態を診断し、患者に対する適切な治療を決定し、双方向通信リンクを介して治療施与手段
を制御することによって治療を施与する。
【００５２】
　さらに、システムが感知されたパラメータのうちの１つで異常を検出した場合、システ
ムが警告信号を（好ましくは音声のメッセージを含む音響的に、または１つまたは複数の
照明を使用して視覚的に、あるいは音響的および視覚的の両方で）患者および患者の周囲
に送出することができる。
【００５３】
　さらに、システムは、これからとる行動について警告信号を（音響的にもしくは視覚的
にまたは両方で）患者および患者の周囲に送出することができる。
【００５４】
　さらに、システムは、（たとえばＧＰＳを使用して）それを必要としている患者の位置
について警告信号を（音響的にもしくは視覚的にまたは両方で）患者および患者の周囲に
送出することができる。
【００５５】
　最後に、システムは患者の援助のために救急士を呼び出すことができる。
【００５６】
　本考案の好ましい実施形態では、本考案の装置は除細動器を組み込む。
【００５７】
　本考案の別の好ましい実施形態では、本考案の装置は薬剤分与手段を組み込む。
【００５８】
　別の好ましい実施形態では、本考案の装置は患者の心機能を監視するためのＥＣＧを備
える。
【００５９】
　本考案の別の好ましい実施形態では、本考案の装置は患者に移植される。
【００６０】
　本考案の別の好ましい実施形態では、本考案の装置はナノテクノロジーから構成され、
患者によって飲み込まれ、または患者に注入される。
【００６１】
　本考案の別の好ましい実施形態では、本考案の装置は距離を置いたエキスパートシステ
ムによるデータ転送のための通信要素を組み込む。
【００６２】
　本考案の別の好ましい実施形態では、本考案の装置は、地上通信線、無線周波数、衛星
、ウェブサーバ、またはそれらの任意の組み合わせを利用する通信要素を組み込む。
【００６３】
　本考案の別の好ましい実施形態では、本考案の装置は、患者の物理的な場所を救急士に
中継するためのＧＰＳ送信機を組み込む。
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【００６４】
　本考案の装置および方法は、多くの技術的な利点を有し、とりわけ、
　慢性疾患の監視および治療が改善されること、
　寸法がコンパクトであること、および
　使用が容易であることがある。
【００６５】
　本考案のさらなる特徴および利点が以下の図面および説明から明らかになるであろう。
【００６６】
　図１は、本考案の好ましい実施形態１０の縮尺に従わない描写であり、監視要素１２が
患者の状態に関するデータを取得し、それをコンピュータ化された装置１６によって記憶
し、通信要素（図示せず）を利用してエキスパートシステム３２に送信する（２１）。
【００６７】
　エキスパートシステム３２（機械または人間）は、適切な医療の行動の進行に関して助
言し、それを通信手段（図示せず）によってコンピュータ化された装置１６に通信する（
２３）。
【００６８】
　その結果、コンピュータ化された装置１６は治療ディスペンサ１４に治療を施すように
指令する。
【００６９】
　あるいは、コンピュータ化された装置１６は、治療手段に患者を治療する（たとえば医
薬品を分与する、電気治療を適用する、電気化学的な治療を適用する、またはそれらの任
意の組み合わせを行う）ように指令する。
【００７０】
　図２は、本考案の動作の好ましい方法４０の概略図である。
【００７１】
　方法は、監視要素１２によって事前に選択されたパラメータを監視するステップと、患
者の読み取り値を携帯型のコンピュータ化されたプロセッシングユニット１６に通信する
ステップと、処理された読み取り値を通信要素１８を介してエキスパートシステム３２に
中継するステップと、とられるべき適切な措置を分析し、それが行われるのを確かめるス
テップと、適切な措置を通信要素１８を介してコンピュータプロセッシングユニット１６
に中継するステップからとりわけ選択されたステップを含む。
【００７２】
　その後、コンピュータ化されたプロセッシングユニット１６またはエキスパートシステ
ム３２は治療ディスペンサ１４に患者を治療するように指令する。
【００７３】
　あるいは、またはそれに加えて、コンピュータ化されたプロセッシングユニット１６は
、通信要素１８を介して第１の従事者３４の参加を要請する。
【００７４】
　本考案の別の目的は、患者の状態を監視し、治療の施与を制御するのに役立つ装置を提
供することであり、
　ａ．少なくとも１つの携帯型監視手段であって、（ｉ）分析のために患者から所定のパ
ラメータを取得し、（ｉｉ）通信可能なデータベースに前記データを記憶するようになさ
れた、少なくとも１つの携帯型監視手段と、
　ｂ．医学的治療の施与のための、少なくとも１つの携帯型治療施与手段と、
　ｃ．前記携帯型監視手段及び前記携帯型治療施与手段の両方と有線通信または無線通信
する少なくとも１つのソフトウェアプログラムを実行するデータ処理装置であって、該デ
ータ処理装置によって上記少なくとも１つのソフトウエアプログラムが実行されたときに
、（ｉ）前記監視手段によって取得された前記所定のパラメータの分析、（ｉｉ）前記分
析されたパラメータに基づいた前記患者の状態の診断、（ｉｉｉ）前記患者の状態からの
前記医学的治療の決定、および（ｉｖ）前記治療施与手段による前記治療の施与の制御が
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行われる、少なくとも１つのソフトウェアプログラムを実行するデータ処理装置と
を備え、
　前記診断、前記決定、および前記制御は、前記患者から遠隔の位置で前記データ処理装
置によって実行される前記少なくとも１つのソフトウェアプログラムによって行われる。
【００７５】
　本考案の別の目的は、前記ソフトウェアプログラムがエキスパートシステムを備え、前
記エキスパートシステムが、データ処理システムによって実行されると前記所定のパラメ
ータの個別の分析を行う装置を提供することである。
【００７６】
　本考案の別の目的は、（ｉ）前記分析された所定のパラメータ、（ｉｉ）前記所定のパ
ラメータ、およびそれらの任意の組み合わせからなる群から選択された少なくとも１つが
、前記少なくとも１つの携帯型監視手段から前記遠隔の位置にある前記ソフトウエアプロ
グラムを実行する前記データ処理装置に通信される装置を提供することである。
【００７７】
　本考案の別の目的は、少なくとも１つの携帯型の双方向データ通信装置をさらに備える
装置を提供することである。
【００７８】
　本考案の別の目的は、前記携帯型のコンピュータ化されたシステムの遠隔操作を可能に
する少なくとも１つの遠隔インターフェースをさらに備え、前記インターフェースが前記
データ通信装置を組み込む装置を提供することである。
【００７９】
　本考案の別の目的は、所定の医学的な要求にしたがって前記治療を変更するようになさ
れたフィードバック機構をさらに備え、前記フィードバック機構が、
　ａ．血圧、心拍数、脈拍、心停止、心室性頻拍（Ｖ－ｔａｃｈまたはＶＴ）、心房性細
動（ＡＦまたはＡ－ｆｉｂ）およびそれらの任意の組み合わせからなる群から選択される
所定のパラメータを感知するようになされた感知手段と、
　ｂ．治療成功の所定の基準にしたがって前記所定のパラメータを採点するようになされ
た処理手段と、
　ｃ．前記採点が所定の値よりも高い場合に前記治療を可能にし、前記採点が所定の値よ
りも低い場合に前記治療を停止するようになされた調整手段とを備える装置を提供するこ
とである。
【００８０】
　本考案の別の目的は、着用可能な装置を提供することである。
【００８１】
　本考案の別の目的は、前記患者から取り付け可能および取り外し可能な装置を提供する
ことである。
【００８２】
　本考案の別の目的は、前記患者の皮膚の下に移植可能である装置を提供することである
。
【００８３】
　本考案の別の目的は、ナノテクノロジーにしたがって構成され、カプセル内に収容され
前記患者によって飲み込まれる装置を提供することである。
【００８４】
　本考案の別の目的は、ナノテクノロジーにしたがって構成され、患者の血流に注入され
る装置を提供することである。
【００８５】
　本考案の別の目的は、前記監視手段が少なくとも１つの電極を備える装置を提供するこ
とである。
【００８６】
　本考案の別の目的は、前記監視手段が少なくとも１つの電気化学プローブを備える装置
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を提供することである。
【００８７】
　本考案の別の目的は、前記監視手段が従来の電気化学血糖監視装置を備える装置を提供
することである。
【００８８】
　本考案の別の目的は、前記監視手段がＥＣＧを備える装置を提供することである。
【００８９】
　本考案の別の目的は、前記双方向通信が地上通信線を備える装置を提供することである
。
【００９０】
　本考案の別の目的は、前記双方向通信が無線周波数通信手段を備える装置を提供するこ
とである。
【００９１】
　本考案の別の目的は、前記双方向通信が衛星通信を備える装置を提供することである。
【００９２】
　本考案の別の目的は、前記双方向通信がウェブを備える装置を提供することである。
【００９３】
　本考案の別の目的は、医学的治療の施与の前記装置が除細動器を備える装置を提供する
ことである。
【００９４】
　本考案の別の目的は、警告が前記除細動器の遠隔作動の前に鳴らされる装置を提供する
ことである。
【００９５】
　本考案の別の目的は、前記警告が可聴である装置を提供することである。
【００９６】
　本考案の別の目的は、前記警告が可視である装置を提供することである。
【００９７】
　本考案の別の目的は、前記携帯型治療施与手段が静脈内薬剤ディスペンサを備える装置
を提供することである。
【００９８】
　本考案の別の目的は、前記携帯型監視手段が前記患者の意識を確かめるための手段を備
える装置を提供することである。
【００９９】
　本考案の別の目的は、前記双方向通信手段が双方向音声通信機能を備える装置を提供す
ることである。
【０１００】
　本考案の別の目的は、前記ソフトウェアプログラムが人工知能ベースのエキスパートシ
ステムを備える装置を提供することである。
【０１０１】
　本考案の別の目的は、前記双方向データ通信手段が遠隔の人工知能ベースのエキスパー
トシステムへのアクセスを提供する装置を提供することである。
【０１０２】
　本考案の別の目的は、前記ソフトウェアプログラムの少なくとも一部分が携帯電話内に
統合される装置を提供することである。
【０１０３】
　本考案の別の目的は、前記携帯電話内の前記ソフトウェアプログラムが前記監視された
データを記録するデータベースを備える装置を提供することである。
【０１０４】
　本考案の別の目的は、ＧＰＳ装置をさらに備える装置を提供することである。
【符号の説明】
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【０１０５】
　１０　本考案の好ましい実施形態
　１２　監視要素
　１４　治療ディスペンサ
　１６　コンピュータ化された装置、コンピュータ化されたプロセッシングユニット、コ
ンピュータプロセッシングユニット
　１８　通信要素
　３２　エキスパートシステム

【図１】



(13) JP 3193662 U 2014.10.16

【図２】

【手続補正書】
【提出日】平成26年8月6日(2014.8.6)
【手続補正１】
【補正対象書類名】実用新案登録請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【実用新案登録請求の範囲】
【請求項１】
　患者の状態を監視し、治療の施与を制御するのに役立つ装置であって、
　ａ．少なくとも１つの携帯型監視手段であって、（ｉ）分析のために患者から所定のパ
ラメータを取得し、（ｉｉ）通信可能なデータベースに前記データを記憶するようになさ
れた、少なくとも１つの携帯型監視手段と、
　ｂ．医学的治療の施与のための、少なくとも１つの携帯型治療施与手段と、
　ｃ．前記携帯型監視手段及び前記携帯型治療施与手段の両方と有線通信または無線通信
する少なくとも１つのソフトウェアプログラムを実行するデータ処理装置であって、該デ
ータ処理装置によって上記少なくとも１つのソフトウェアプログラムが実行されたときに
、（ｉ）前記監視手段によって取得された前記所定のパラメータの分析、（ｉｉ）前記分
析されたパラメータに基づいた前記患者の状態の診断、（ｉｉｉ）前記患者の状態からの
前記医学的治療の決定、および（ｉｖ）前記治療施与手段による前記治療の施与の制御が
行われる、少なくとも１つのソフトウェアプログラムを実行するデータ処理装置と
を備え、
　前記診断、前記決定、および前記制御は、前記患者から遠隔の位置にある前記データ処
理装置によって実行される前記少なくとも１つの前記ソフトウェアプログラムによって行
われる、装置。
【請求項２】
　前記ソフトウェアプログラムがエキスパートシステムを含み、前記エキスパートシステ
ムが、データ処理システムによって実行されると前記所定のパラメータの個別の分析を行
う、請求項１に記載の装置。
【請求項３】
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　（ｉ）前記分析された所定のパラメータ、（ｉｉ）前記所定のパラメータ、およびそれ
らの任意の組み合わせからなる群から選択された少なくとも１つが、前記少なくとも１つ
の携帯型監視手段から前記遠隔の位置にある前記ソフトウェアプログラムを実行する前記
データ処理装置に通信される、請求項１に記載の装置。
【請求項４】
　少なくとも１つの携帯型の双方向データ通信装置をさらに備える、請求項１に記載の装
置。
【請求項５】
　携帯型のコンピュータ化されたシステムの遠隔操作を可能にする少なくとも１つの遠隔
インターフェースをさらに備え、前記インターフェースが前記データ通信装置を組み込む
、請求項４に記載の装置。
【請求項６】
　所定の医学的な要求にしたがって前記治療を変更するようになされたフィードバック機
構をさらに備え、前記フィードバック機構が、
　ａ．血圧、心拍数、脈拍、心停止、心室性頻拍（Ｖ－ｔａｃｈまたはＶＴ）、心房性細
動（ＡＦまたはＡ－ｆｉｂ）およびそれらの任意の組み合わせからなる群から選択される
所定のパラメータを感知するようになされた感知手段と、
　ｂ．治療成功の所定の基準にしたがって前記所定のパラメータを採点するようになされ
た処理手段と、
　ｃ．前記採点が所定の値よりも高い場合に前記治療を可能にし、前記採点が所定の値よ
りも低い場合に前記治療を停止するようになされた調整手段とを備える、請求項１に記載
の装置。
【請求項７】
　前記装置が着用可能である、請求項１に記載の装置。
【請求項８】
　前記装置が、前記患者から取り付け可能および取り外し可能である、請求項１に記載の
装置。
【請求項９】
　前記装置が前記患者の皮膚の下に移植可能である、請求項１に記載の装置。
【請求項１０】
　前記装置がナノテクノロジーにしたがって構成され、カプセル内に収容され前記患者に
よって飲み込まれる、請求項１に記載の装置。
【請求項１１】
　前記装置がナノテクノロジーにしたがって構成され、前記患者の血流に注入される、請
求項１に記載の装置。
【請求項１２】
　前記監視手段が少なくとも１つの電極を備える、請求項１に記載の装置。
【請求項１３】
　前記監視手段が少なくとも１つの電気化学プローブを備える、請求項１に記載の装置。
【請求項１４】
　前記監視手段が従来の電気化学血糖監視装置を備える、請求項１に記載の装置。
【請求項１５】
　前記監視手段がＥＣＧを備える、請求項１に記載の装置。
【請求項１６】
　前記双方向データ通信装置が地上通信線を備える、請求項４に記載の装置。
【請求項１７】
　前記双方向データ通信装置が無線周波数通信手段を備える、請求項４に記載の装置。
【請求項１８】
　前記双方向データ通信装置が衛星通信を備える、請求項４に記載の装置。
【請求項１９】
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　前記双方向データ通信装置がウェブサーバを備える、請求項４に記載の装置。
【請求項２０】
　医学的治療の施与のための前記装置が除細動器を備える、請求項１に記載の装置。
【請求項２１】
　警告が前記除細動器の遠隔作動の前に鳴らされる、請求項２０に記載の装置。
【請求項２２】
　前記警告が可聴である、請求項２１に記載の装置。
【請求項２３】
　前記警告が可視である、請求項２１に記載の装置。
【請求項２４】
　前記携帯型治療施与手段が静脈内薬剤ディスペンサを備える装置を備える、請求項１に
記載の装置。
【請求項２５】
　前記携帯型監視手段が前記患者の意識を確かめるための手段を備える、請求項１に記載
の装置。
【請求項２６】
　前記双方向通信手段が双方向音声通信機能を備える、請求項４に記載の装置。
【請求項２７】
　前記ソフトウェアプログラムが人工知能ベースのエキスパートシステムを含む、請求項
１に記載の装置。
【請求項２８】
　前記双方向データ通信装置が遠隔の人工知能ベースのエキスパートシステムへのアクセ
スを提供する、請求項４に記載の装置。
【請求項２９】
　前記ソフトウェアプログラムの少なくとも一部分が携帯電話内に統合される、請求項１
に記載の装置。
【請求項３０】
　前記携帯電話内の前記ソフトウェアプログラムが前記監視されたデータを記録するデー
タベースを含む、請求項２９に記載の装置。
【請求項３１】
　ＧＰＳ装置をさらに備える、請求項１に記載の装置。 
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